
みなかみ町定員管理計画

令和５年３月

みなかみ町



１．計画策定にあたって

　　　みなかみ町では、行財政改革を実施し、事務事業の見直し、退職者不補充によ

　　る新規採用職員の抑制、さらに民間委託などの合理化を進め、組織の効率化に一

　　定の成果が得られたところです。

　　　しかしながら、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、みなかみ

　　町の人口は2040年には10,719人まで減少するとされています。現実的にはどの程

　　度の人口減少となるかは推測の域を出ないところですが、労働人口の減少や、社

　　会保障を下支えする若年層の減少は間違いない事と思います。

　　　人口減少に伴い、税収が毎年減少する傾向にあるなか、行政コストは膨らみ、

　　住民ニーズの多種・多様化が進み、様々な行政課題が発生しています。

　　　このような状況のなか、限られた人材を活用しながら、住民に対するサービス

　　の低下を招かないよう、業務の質及び量を勘案し、適正な職員配置と計画的な採

　　用をする必要があります。

　　　これらの事から定員管理計画を策定し、中長期的な人事行政の運営を図ること

　　としました。

２．職員数の推移

　　　みなかみ町は平成17年に２町１村が合併して誕生した町で、当時の職員数は 

　　385人で、財政状況は予想以上に厳しく、行財政改革は「待ったなし」の状況で

　　した。

　　　このため平成18年度より勧奨退職による人件費の削減や各種団体補助の一律

　　カットを行うなど、様々な歳出削減に努めました。平成19年度には行財政改革行

　　動指針を策定し、この指針のなかで職員数を 240人にするという目標を掲げ、機

　　構改革を推し進めました。これにより平成29年には目標の 240人に達し、その後

　　も改革を継続し、令和４年度で 212人の職員数となっています。

　　　ただ、業務の多様化が進むなかで、正職員だけでは対応できない状況にあり、

　　会計年度任用職員を含めると 299人が総職員数となっています。
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３．部門別職員数の推移

　　　平成18年４月と令和４年４月の部門別職員数を比較すると、最も減員が大きい

　　部門が「教育部門」であり、次に「民生部門」、「衛生部門」となっています。

　　　減員の主な要因とすると、「教育部門」においては幼稚園の統廃合を行い、給

　　食センターの運営を民間に委託した事によるものです。「民生部門」においては

　　保育園・こども園業務を認定こども園に委託したことによる削減、「衛生部門」

　　はゴミ処理施設の運営を民間委託した事によるものです。

　　　その他の部門でも、行財政改革により事務事業・機構再編による減員を実施し

　　ました。

◎部門別職員数等の状況
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※　職員数は、町のホームページで公表している「人事行政の運営状況」の、各年４

　　月１日現在の職員数です。

※　公営企業等会計部門のその他は、国民健康保険特別会計等に属する職員数です。
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４．職員の年齢別構成比

　　　みなかみ町職員の年齢別構成比をグラフに示すと下の図のようになります。

　　　令和４年４月現在の職員構成を見ますと、60歳以上の10人は再任用職員です。

　　50歳代が92人、40歳代が67人、30歳代が19人、20歳代が23人、10歳代が１人と

　　なっていて、50歳代が最も多い年代になっています。

　　　10年前の構成と比較すると、計画的な採用により、若年層職員は微増となって

　　いますが、定年引上げに伴い職員構成の高齢化は、ますます進むと予想されます。

　　　安定した行政サービスを継続していくため、職員の年齢構成の平準化を進め、

　　高齢層職員が持つノウハウや経験の継承を図りながら、採用を含む人事行政に取

　　り組む必要があります。

◎年齢別職員構成
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５．定員管理の診断

　　　職員数について、「適正」な数を定義することは、非常に難しく、様々な要因

　　を考慮する必要があると考えます。

　　　その手段として、総務省が設置している「地方公共団体定員管理研究会」では、

　　いくつかの指標を示しており、それに基づいた比較を、毎年実施している「定員

　　管理調査」でも反映させています。

（１）類似団体との比較

　　　　人口と産業構造から類似する市町村をグループ分けし、その平均をもって比

　　　較する手法がとられています。みなかみ町はその分類において、町村Ⅳ－２と

　　　なっています。この方法で実施した「令和４年度　定員管理調査」の結果をま

　　　とめると下記のとおりです。

◎大部門以上定員管理診断表（類似団体　町村Ⅳ－２）
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　　　令和３年４月の職員数と修正値による比較で、一般行政部門において13人多く

　　普通会計の合計では23人多くなっている事がわかります。
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（２）定員回帰指標との比較

　　　　類似団体との比較は、人口と職員数のみを用いていますが、実際の職員配置

　　　に当たっては人口規模以外にも様々な要因が影響します。

　　　　定員回帰指標を用いた比較は、人口と面積の２つの変数を用いて分析する方

　　　法で、一般行政部門と普通会計部門の合計について行うものです。

　　　　試算式は下記のとおりです。

　　【町村】

　　　一般行政部門　4.5×Ｘ１＋0.08×Ｘ２＋40

　　　普通会計部門　6.7×Ｘ１＋0.12×Ｘ２＋40

　　　試算式に当てはめると、

　　　一般行政部門　4.5×人口18,282人÷1,000人＋0.08×781.1km２＋40

　　　　　　　　＝ 人

　　　普通会計部門　6.7×人口18,282人÷1,000人＋0.12×781.1km２＋40

　　　　　　　　＝ 人

　　　となります。

　　　781.1km２ は町の総面積ですが、地目別土地面積を参考にし、その他を除外

　　　した場合の面積 113.6km２ で算定すると下記のとおりです。

　　　一般行政部門　4.5×人口18,282人÷1,000人＋0.08×113.6km２＋40

　　　　　　　　＝ 人

　　　普通会計部門　6.7×人口18,282人÷1,000人＋0.12×113.6km２＋40

　　　　　　　　＝ 人

　　　（１）類似団体との比較で算出した修正値と比べると、相違ない範囲であると

　　　推測されます。

　　（１）、（２）の指標から算出された診断結果において、みなかみ町の職員数は

　　どちらとも、試算の数字を上回っている事となっています。

　地目別土地面積

　みなかみ町の総面積 　その他を除外した面積

70.78田 7.71 畑 17.11 山林
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一般行政部門

普通会計部門

155 142 131

190 167 176

面　積

原野 11.1 宅地 6.88 その他 667.5



６．みなかみ町の人口の推移予想

　　　定員管理計画を作成するにあたり、定員管理の診断において非常に重要な要因

　　となっている人口の推移予想を行う事としました。

　　　国立社会保障・人口問題研究所が推計している人口減少に対し、みなかみ町で

　　は「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少に歯止めをか

　　ける為、取組を実施しています。その策定計画のなかで「第２期　人口ビジョン」

　　の目標値を設定しています。

　　　その目標値の推移と、実際の住民基本台帳における町民の数（各年１月１日）

　　を比較し、定員管理計画期間の人口予想を算定しました。

　　　この人口の推移予想を基に、定員管理の診断を実施する事で目標となる町職員

　　の目安を算定しました。

（１）類似団体との比較から算出する方法

　　　　令和４年度の「定員管理調査」で使用した類似団体との比較については、修

　　　正値の算定で使用した指数はそのままとし、変数は人口のみ反映させました。

◎大部門以上定員管理診断表（類似団体　町村Ⅳ－２）
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（２）定員回帰指標との比較から算出する方法

　　　（１）の類似団体との比較から算出する方法と同様に、人口予想の数値をその

　　　まま、定員回帰指標に当てはめました。

　　【町村】

　　　一般行政部門　4.5×Ｘ１＋0.08×Ｘ２＋40

　　　普通会計部門　6.7×Ｘ１＋0.12×Ｘ２＋40

　　　地目別土地面積を参考にし、その他を除外した場合の面積で計算すると

　・　R9年みなかみ町人口推移予想

　　　一般行政部門　4.5×人口16,562人÷1,000人＋0.08×113.6km２＋40

　　　　　　　　＝ 人

　　　普通会計部門　6.7×人口16,562人÷1,000人＋0.12×113.6km２＋40

　　　　　　　　＝ 人

　・　R14年みなかみ町人口推移予想

　　　一般行政部門　4.5×人口15,502人÷1,000人＋0.08×113.6km２＋40

　　　　　　　　＝ 人

　　　普通会計部門　6.7×人口15,502人÷1,000人＋0.12×113.6km２＋40

　　　　　　　　＝ 人

　　（１）、（２）の診断を比較すると下記のとおりです。

　　算出された指数を目安に、定員の目標を検討する事としました。

７．配慮すべき事項

　　　雇用と年金の接続を図るため実施されている職員の再任用制度や、令和５年４

　　月から施行される定年引上げにより、60歳を超えて働く職員がいます。

　　　定年引上げでは、対象となる職員に情報提供する事が定められており、その後

　　の働き方について意向確認をする事が求められております。

　　　事前に提供頂いた意向確認を参考にすると、常勤職員として、勤務する希望は

　　全体の７割程度で、残りの３割は短時間勤務となっています。

　　　常勤を希望された職員も、その後は、引き上げられた定年退職年の時、常勤か

　　ら短時間勤務への異動を希望される職員もいました。

　　　このような状況にあって、新規採用職員の抑制を続けていくと、本当に必要な

　　職員数の確保が難しくなる事態も想定されます。

　　　総務省から出されている通知のなかには「各団体において、職種ごとの採用の

　　困難性や現在の年齢構成等を考慮した上で柔軟な平準化を検討するなど、地域の
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　　実情に応じて新規採用職員数の検討に取り組むことが必要です。」とあります。

　　　よって、新規採用職員の採用を抑制しつつも、本当に必要な職員数を模索しな

　　がら、計画策定する事としました。

８．定員管理計画の目標

（１）計画期間

　　　令和５年度から令和９年度までの５ヶ年とします。

（２）対象職員

　　・計画の対象は、全部門（一般行政、教育部門、公営企業等）の常勤する職員と

　　　する。

（３）計画目標

　　　令和９年４月１日現在の職員数を 225名とする。

　　　なお、社会情勢の変化や、事業終了等により必要に応じて計画変更を行う。

（４）年次別計画目標

　※　定員管理の診断と比較すると、（１）類似団体との比較 175名、

　　（２）定員回帰指標との比較 190名　で、どちらともまだ職員数は過大です。
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９．計画推進に向けた取り組み

　　計画の推進には、引き続き、様々な取り組みを行うものとします。

（１）組織・機構の見直し

　　　　今までも実施してきていますが、今後も行政ニーズを見定めながら、必要最

　　　小限で効率的な業務執行体制となるよう組織・機構を適宜、見直します。

（２）職員の適正な配置

　　　　新規事業や重点事業などによる業務量の変化に見合った適正な職員配置に努

　　　めます。人事異動については、様々な部門や業務の経験を積む機会を提供する

　　　と共に、個人の能力や適性を考慮した配置を行います。

（３）計画的な職員採用

　　　　定年の段階的な引上げ期間が終了すると、在職している高齢層職員が順次、

　　　退職します。それまでの期間に高齢層職員が持つ能力や経験を引き継ぐ必要が

　　　あり、その後の組織を維持する為にも、計画的な職員採用を行います。

　　　　知識や経験が必要な専門的な部門の人材も、採用の方法を考えながら確保す

　　　る事とします。

（４）効率的な事務事業の推進

　　　　事務事業を継続的に改善する取り組みを行うなかで、定型業務と非定型業務

　　　とを分け、定型業務は会計年度任用職員に割り振るとか、アウトソーシングを

　　　前提に見直すとか、前例に囚われることなく、より効率的な業務の推進を図り

　　　ます。

（５）職員研修による能力の向上

　　　　効率よく職務を遂行するために、職員ひとりひとりの能力の向上も必要です。

　　　　職員研修実施計画により、公務に必要な知識の習得や、本人の意思を尊重し

　　　た自主研修を通じ、個人のスキルアップを図ります。


